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国立大学法人筑波大学附属学校教育局の組織及び運営に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この附属学校教育局規程は、国立大学法人筑波大学附属学校教育局規則（平成１６年法

人規則第１３号。以下「附属学校教育局規則」という。）第６条の規定に基づき、必要な事項を

定めるものとする。 

 

第２条 削除 

  

第３条 削除 

 

（指導教員） 

第４条 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（平成１６年法人規則第１号）

第６６条第２項の指導教員は、附属学校教育局に勤務する教員及び附属学校教員のうちから、

附属学校教育局教育長が指名する。 

２  指導教員は、筑波大学の教育研究活動について附属学校との連携を図るとともに、附属学校

の教育活動等に関し、指導及び助言を行うものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、指導教員に関し必要な事項は、附属学校教育局細則で定める。 

 

  （附属学校教育審議会） 

第５条 附属学校教育局に、附属学校教育局教育長の求めに応じて、附属学校教育局の業務内容

等及び附属学校の教育内容、教育方法等について審議するため、附属学校教育審議会を置く。 

２ 附属学校教育審議会に関し必要な事項は、附属学校教育局細則で定める。 

 

  （附属学校教員選考委員会） 

第６条  附属学校教育局に、附属学校教育局教育長の求めに応じて、附属学校教員の採用に係る



  

専門的な審査等を行うため、附属学校教員選考委員会を置く。 

２ 附属学校教員選考委員会に関し必要な事項は、附属学校教育局細則で定める。 

 

  （大学・附属学校連携委員会） 

第７条 附属学校教育審議会に、附属学校における筑波大学との教育研究の連携及び教育実習そ

の他の教職教育の実施に関する専門的事項について審議するため、大学・附属学校連携委員会

を置く。 

２ 大学・附属学校連携委員会に関し必要な事項は、附属学校教育局細則で定める。 

 

  （企画調整会議） 

第８条  附属学校教育局に、附属学校教育局及び附属学校の管理運営に関する重要事項について

連絡調整を行うため、企画調整会議を置く。 

２ 企画調整会議に関し必要な事項は、附属学校教育局細則で定める。 

 

  （心理・発達教育相談室） 

第９条  筑波大学教育相談に関する規則（平成２１年法人規則第４号）第９条の規定に基づき設

置する心理・発達教育相談室は、教育の一環として行う附属学校の幼児、児童及び生徒に関す

る相談業務並びに社会貢献の一環として東京地区において行う心理並びに発達及び障害に関す

る相談業務を実施するものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、心理・発達教育相談室に関し必要な事項は、附属学校教育局細

則で定める。  

 

 （教育長・校長連絡会） 

第１０条 附属学校教育局に、附属学校教育局と附属学校との連絡調整及び附属学校の運営に関

する基本的事項について協議を行うため、教育長・校長連絡会を置く。 

２ 教育長・校長連絡会に関し必要な事項は、附属学校教育局細則で定める。 

 

   附 則 

 この附属学校教育局規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１６．４．２２附属学校教育局規程３号） 

この附属学校教育局規程は、平成１６年４月２２日から施行する。 

 

   附 則（平１８．３．２３附属学校教育局規程３号） 

 この附属学校教育局規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２０．３．２７附属学校教育局規程２号） 

 この附属学校教育局規程は、平成２０年４月１日から施行する。 



  

 

 

附 則（平２０．９．１１附属学校教育局規程５号） 

 この附属学校教育局規程は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

附 則（平２１．２．２０附属学校教育局規程１号） 

 この附属学校教育局規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２４．３．２９附属学校教育局規程１号） 

 この附属学校教育局規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令元．５．２３附属学校教育局規程１号） 

 この附属学校教育局規程は、令和元年５月２３日から施行する。 

 

 


